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□
し
め
縄
飾
り
を
作
ろ
う

日
時
＝
12
月
27
日
�
午
後
１
時
〜
３

時
　
対
象
＝
一
般
、
先
着
二
十
五
人

参
加
費
＝
無
料
（
六
十
五
歳
未
満
は

入
場
料
実
費
負
担
）

用
意
す
る
物

＝
木
ば
さ
み
、
ミ
カ
ン
一
個
　
申
し

込
み
＝
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

□
機
能
訓
練

作
業
療
法
士
・
理
学
療
法
士
の
指
導

＝
日
時
の
問
い
合
わ
せ
は
同
セ
ン
タ

ー
へ

□
12
月
の
日
曜
開
館
日

期
日
＝
12
月
19
日
�

巡
回
バ
ス
コ

ー
ス
＝
〈
早
便
〉
東
コ
ー
ス
〈
遅
便
〉

元
総
社
コ
ー
ス

□
年
末
年
始
の
休
館

期
間
＝
12
月
28
日
�
〜
１
月
４
日
�

□
こ
ど
も
工
作
教
室

日
時
＝
12
月
25
日
�
午
前
10
時
〜
正

午
　
対
象
＝
小
４
〜
小
６
、
先
着
二

十
人
　
内
容
＝
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
、
ネ

ー
ム
プ
レ
ー
ト
の
作
製
　
参
加
費
＝

六
百
円
　
申
し
込
み
＝
12
月
15
日
�

ま
で
に
同
セ
ン
タ
ー
へ

□
機
能
訓
練

作
業
療
法
士
・
理
学
療
法
士
の
指
導

＝
日
時
の
問
い
合
わ
せ
は
同
セ
ン
タ

ー
へ

□
年
末
年
始
の
休
館

期
間
＝
12
月
28
日
�
〜
１
月
４
日
�

□
し
め
縄
作
り

日
時
＝
12
月
16
日
�
午
後
１
時
〜
３

時
　
対
象
＝
一
般
、
先
着
三
十
人
　

参
加
費
＝
無
料
（
六
十
五
歳
未
満
は

入
場
料
実
費
負
担
）

用
意
す
る
物

＝
カ
ッ
タ
ー
、
三
十
�
定
規
、
ミ
カ

ン
一
個
、
木
ば
さ
み
　
申
し
込
み
＝

同
セ
ン
タ
ー
へ

□
保
健
学
級

日
時
＝
12
月
10
日
�
午
後
１
時
45
分

〜
２
時
30
分
　
内
容
＝
尿
失
禁
に
つ

い
て

□
機
能
訓
練

作
業
療
法
士
・
理
学
療
法
士
の
指
導

＝
日
時
の
問
い
合
わ
せ
は
同
セ
ン
タ

ー
へ

□
12
月
の
日
曜
開
館
日

期
日
＝
12
月
12
日
�

巡
回
バ
ス
コ

ー
ス
＝
〈
早
便
〉
上
川
淵
・
下
川
淵

コ
ー
ス
〈
遅
便
〉
城
南
南
部
・
駒
形

コ
ー
ス

□
年
末
年
始
の
休
館

期
間
＝
12
月
28
日
�
〜
１
月
４
日
�

ひ
ろ
せ�

２
６
１
―
０
８
８
０

老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー

し
き
し
ま

�
２
３
３
―
２
１
２
１

老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー

お
お
と
も

�
２
５
２
―
３
０
７
７

老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー

明治37年11月17日生まれ�
（上増田町）�

明治37年11月26日生まれ�
（上佐鳥町）� （元総社町）�

明治37年11月22日生まれ�

��

��

みんなと仲良く工作しよう

任
期
満
了
に
伴
っ
て
行
わ
れ
る

市
議
会
議
員
選
挙
は
、
市
町
村
合

併
後
最
初
の
一
般
選
挙
で
、
今
回

選
出
さ
れ
る
議
員
に
限
り
議
員
定

数
を
四
十
六
と
し
ま
す
。
合
併
前

の
前
橋
市
の
選
挙
区
の
ほ
か
、
合

併
前
の
大
胡
町
・
宮
城
村
・
粕
川

村
の
区
域
ご
と
に
選
挙
区
を
設
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
区
の
定
数
は
前

橋
選
挙
区
が
三
十
六
人
、
大
胡
選

挙
区
が
五
人
、
宮
城
選
挙
区
が
二

人
、
粕
川
選
挙
区
が
三
人
で
す
。

ま
た
、
日
程
は
次
の
と
お
り
で

す
。

告
示
日
＝
２
月
13
日
�

投
票
日

＝
２
月
20
日
�

○
…
問
い
合
わ
せ
は
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
�
８
９
０
―
６
７
４

２
へ
。

政
治
家
が
、
選
挙
区
内
の
人
に

年
賀
状
や
寒
中
見
舞
い
な
ど
の
時

候
の
あ
い
さ
つ
状
（
年
賀
電
報
、

電
子
郵
便
を
含
む
）
を
出
す
こ
と

は
、
自
筆
の
答
礼
状
を
除
い
て
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
政
治
家
が
寄
付
を
す
る

こ
と
も「
贈
ら
な
い
・
求
め
な
い
・

受
け
取
ら
な
い
」
を
基
本
に
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

□
政
治
家
の
寄
付
禁
止

政
治
家
は
、
次
の
よ
う
な
寄
付

を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

�
選
挙
区
内
に
い
る
人
に
、
お

歳
暮
、
せ
ん
べ
つ
、
入
学
祝
い
な

ど
を
贈
る
�
選
挙
区
内
の
人
に
見

舞
金
や
花
輪
な
ど
を
出
す
�
選
挙

区
内
の
祭
り
や
催
し
物
な
ど
に
金

銭
や
酒
な
ど
を
提
供
す
る
。

□
寄
付
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止

有
権
者
か
ら
政
治
家
に
対
し
て

寄
付
を
求
め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

□
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料

広
告
の
禁
止

政
治
家
や
後
援
会
が
、
選
挙
区

内
の
人
へ
の
あ
い
さ
つ
を
目
的
と

し
て
、
新
聞
・
雑
誌
・
ビ
ラ
・
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

な
ど
に
有
料
の
広
告
を
出
す
と
処

罰
さ
れ
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
�
８
９
０
―
６
７
４

２
へ
。

政
治
家
は
で
き
ま
せ
ん

寄
付
や
有
料
広
告

市
議
会
議
員
の
選
挙

投
票
日
は
2
月
２０
日


